
 

第１号議案 

 

令和５年度加東市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和５年度加東市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３８，１３５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２７，３７４，２７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

  令和６年１月１６日提出 

加東市長 岩 根  正  





　

（追加） （単位　千円）

3 民生費 1 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金（こども加算分）給付事業

15,435

第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事　　　　業　　　　名 金 額

3 民生費 1 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金（追加分）給付事業

215,928

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般会計-3-
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加東市一般会計補正予算（第８号）説明書 
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加東市一般会計補正予算（第８号）補足説明書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
号
議
案
　
説
明
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料



1　歳出補正予算の概要 （単位  千円）

P6～7

住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金給付事業
＜電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金（こども加算
分）＞

38,135 110,135 △ 72,000

＜国予備費使用関連＞
住民税非課税及び均等割のみ課税の子育て世帯に
対し、18歳以下のこども1人当たり5万円の現金を
支給します。＜資料No.1＞

財源：国庫支出金【新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金】△337,448千円、【物価高
騰対応重点支援地方創生臨時交付金】447,583千円
（補助率：10/10）

補正額の財源内訳
補正概要

国県支出金 地方債 その他 一般財源

　令和５年度加東市一般会計補正予算（第８号）は、令和５年１２月２２日に令和５年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備

対応予備費の使用が閣議決定されたことを受け、低所得の子育て世帯に対する給付金を支給するための事業費の追加と財源の更正を計上する補正予

　補正予算の規模は、３８，１３５千円の増額とし、一般会計の総額を２７，３７４，２７０千円といたします。

　歳入予算では、国の予備費の使用により、住民税均等割のみ課税世帯や低所得世帯のこどもに対する給付金が新たな交付金の対象となることが明

算を編成いたしました。

示されたことから、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を３３７，４４８千円減額する一方、新たに物価高騰対応重点支援地方創生

臨時交付金を４４７，５８３千円追加し、国庫支出金を１１０，１３５千円増額するほか、歳入歳出額調整のための財政調整基金繰入金で繰入金を

事項別
明細書

事業名 補正額

７２，０００千円減額し、合計で３８，１３５千円の増額補正といたします。

係る事業費で民生費を３８，１３５千円増額いたします。

　歳出予算では、物価高の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（こども加算分）給付に

－1－



２　繰越明許費の概要

（追加） （単位  千円）

3 民生費 1 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（こども
加算分）給付事業

15,435
国の予備費使用に伴い実施する低所得の子育て世帯への給付
金給付事業について、低所得者世帯への給付金給付事業への
加算であり、年度内の完了が困難であるため。

3 民生費 1 社会福祉費
住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金（追加
分）給付事業

215,928

国の補正予算に伴い実施する低所得世帯への給付金給付事業
について、国において申請期限を令和6年5月31日までとする
見込みとされたことから、年度内の完了が困難となったた
め。

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　額 繰　　越　　理　　由

－2－








